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2023年4月1日 

2023年6月20日 

（ISMS移行の電子申請受付開始） 

 

一般財団法人日本要員認証協会 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員評価登録ｾﾝﾀｰ（JRCA） 

 

ISO/IEC27001:2013（JIS Q 27001:2014）対応の研修コースを 

修了された方の新規／資格拡大登録のご申請について 

（ISMS審査員補・ISMS内部監査員・ISMS管理技術者） 

 

2022 年 10 月 25 日に ISO/IEC27001:2013 が改訂され、ISO/IEC27001:2022（以下、新規格と

いう）が発行されましたので、ISO/IEC27001:2013（JIS Q 27001:2014）（以下、旧規格という）

対応の研修コースを修了された方の新規登録申請、資格拡大登録申請についてご案内いたします。 

なお、ISMS 審査員補の資格拡大登録及び既に ISMS のいずれかの資格（ISMS 審査員、ISMS

エキスパート審査員、ISMS 内部監査員、ISMS 管理技術者）にご登録いただいている方が別の

ISMS 資格に新規登録を申請される場合に限り、新規格への移行を審査員のページから手続きいた

だくことが可能ですので（2023 年 6 月 16 日よりサービス開始）、是非、電子申請をご利用くださ

い。 

電子申請の方法は、以下の文書（当センターのホームページに掲載）をご確認ください。 

・「審査員のページからのISMS移行申請の方法（資格拡大及び一部の新規登録申請時）」 

・「審査員のページ利用ガイド（JRCA AC300）」 

 

１．ISMS審査員補に新規又は資格拡大登録される方 

表1 

 2025年10月31日までの 

ご申請 

2025年11月1日以降の 

ご申請 

旧規格対応のISMS審査員研修コースの

修了証発行日から5年以内の申請の場合 

【A】 

1.(1)に従って 

ご申請ください。 

【B】 

1.(2)に従って 

ご申請ください。 

旧規格対応のISMS審査員研修コースの

修了証発行日から5年を超過しての申請

の場合 

【C】 

1.(3)に従って 

ご申請ください。 
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(1) 【A】(表1)の場合のご申請 

① 旧規格でのご登録について 

旧規格での新規登録申請・資格拡大登録申請を受け付けます。 

但し、旧規格でご登録いただいた場合、2025年10月31日までに新規格への移行を完了しな

かった場合は、失効となりますのでご注意ください。新規格への移行の手続きは、当センタ

ーのホームページに掲載している「ISMS審査員資格のISO/IEC27001:2022への移行手続き

のご案内」をご確認ください。 

② 新規格でのご登録について 

2023年4月1日以降、新規格に関する知識を習得の上、その実績を添付いただくことによ

り、新規格での新規登録・資格拡大登録として申請を受け付けます。新規格に関する知識の

習得方法は、「情報セキュリティマネジメントシステム審査員移行申請手続きの手引き

（JRCA AI340付属書）」（当センターのホームページに掲載）の2.2項(2)、(3)に従ってご対

応をお願いいたします。 

 

(2) 【B】(表1)の場合のご申請 

2025年11月1日以降は、新規格での新規登録・資格拡大登録のご申請のみ受け付けます。旧

規格でのご申請はできませんので、ご注意ください。新規格でのご申請の際は、新規格に関す

る知識を習得の上、その実績を添付いただく必要があります。新規格に関する知識の習得方法

は、「情報セキュリティマネジメントシステム審査員移行申請手続きの手引き（JRCA AI340

付属書）」（当センターのホームページに掲載）の2.2項(2)、(3)に従ってご対応をお願いいた

します。 

 

(3) 【C】(表1)の場合のご申請 

旧規格対応の ISMS 審査員コースの修了証が、発行日から 5 年を経過している場合、当該修

了証は無効です。但し、新規格対応の JRCA 筆記試験を改めて受験し、合格した試験結果通知

書（発行日から 1 年以内有効）とお持ちの修了証を併せて提出いただくことにより、新規格対

応の有効な修了証として申請を行うことができます。 

新規格対応の JRCA 筆記試験の受験方法は、当センターホームページの「JRCA 筆記試験」

のページをご確認ください。 
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２．ISMS内部監査員・ISMS管理技術者に新規登録される方 

 

2.1 ISMS審査員資格を保有する方 

保有する ISMS 審査員資格が新規格に移行済みの場合は、ISMS 内部監査員・ISMS 管理技

術者の研修コースの修了証が旧規格対応のものであっても、新規格での新規登録として申請を

受け付けます。ただし、ISMS 内部監査員・ISMS 管理技術者の研修コースの修了証は、「マ

ネジメントシステム内部監査員の資格基準（JRCA IA100）」・「マネジメントシステム管理

技術者の資格基準（JRCA ME100）」（当センターのホームページに掲載）のそれぞれ 4.2 項

に定める要件を満たしている必要がありますので、ご注意ください。 

 

2.2 ISMS審査員資格を保有しない方 

表2 

 2025年10月31日までの 

ご申請 

2025年11月1日以降の 

ご申請 

旧規格対応の研修コースの修了証(※) 

発行日から5年以内の申請の場合 

【A】 

2.2.(1)に従って 

ご申請ください。 

【B】 

2.2.(2)に従って 

ご申請ください。 

旧規格対応の研修コースの修了証(※) 

発行日から5年を超過しての申請の場合 

【C】条件により申請可 

2.2.(3)に従って 

ご申請ください。 

※「マネジメントシステム内部監査員の資格基準（JRCA IA100）」・「マネジメントシステム管理技術者の資格基準（JRCA 

ME100）」（当センターのホームページに掲載）のそれぞれ4.2項に定める要件を満たしている必要があります。 

 

(1) 【A】(表2)の場合のご申請 

① 旧規格でのご登録について 

旧規格での新規登録申請を受け付けます。 

但し、旧規格でご登録いただいた場合、2025年10月31日までに新規格への移行を完了しな

かった場合は、失効となりますのでご注意ください。新規格への移行の手続きは、当センタ

ーのホームページに掲載している「ISMS内部監査員資格／ISMS管理技術者資格の

ISO/IEC27001:2022への移行手続きのご案内」をご確認ください。 

 

② 新規格でのご登録について 

2023年4月1日以降、新規格に関する知識を習得の上、その実績を添付いただくことによ

り、新規格での新規登録として申請を受け付けます。新規格に関する知識の習得方法は、

「ISMS内部監査員資格／ISMS管理技術者資格のISO/IEC27001:2022への移行手続きのご案

内」（当センターのホームページに掲載）の2.2項に従ってご対応をお願いいたします。 
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(2) 【B】(表2)の場合のご申請 

2025年11月1日以降は、新規格での新規登録のご申請のみ受け付けます。旧規格でのご申請

はできませんので、ご注意ください。新規格でのご申請の際は、新規格に関する知識を習得の

上、その実績を添付いただく必要があります。新規格に関する知識の習得方法は、「ISMS内部

監査員資格／ISMS管理技術者資格のISO/IEC27001:2022への移行手続きのご案内」（当セン

ターのホームページに掲載）の2.2項に従ってご対応をお願いいたします。 

 

(3) 【C】(表2)の場合のご申請 

旧規格対応の研修コースの修了証が、発行日から 5 年を経過している場合、当該修了証は無

効です。但し、修了した研修コースが当センター承認の ISMS 審査員フォーマル研修コースで

ある場合に限り、新規格対応の JRCA 筆記試験を改めて受験し、合格した試験結果通知書（発

行日から 1 年以内有効）とお持ちの修了証を併せて提出いただくことにより、新規格対応の有

効な修了証として申請を行うことができます。新規格対応の JRCA 筆記試験の受験方法は、当

センターホームページの「JRCA 筆記試験」のページをご確認ください。 

修了した研修コースが当センター承認の ISMS 審査員フォーマル研修コース以外の場合は、

改めて新規格対応の研修コースを修了いただくことにより、新規格での新規登録申請が可能と

なります。 

 

以上 


